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令和２年度（第133回）福岡市情報公開審査会議事録 

 

１ 日  時  令和２年10月28日（水）10:00～11:15 

 

 

２ 場  所  福岡市役所15階 1505会議室 

 

 

３ 出 席 者 

 

(1) 委員 

五十川 直行 

大神 朋子 

大脇 成昭 

作間  功 

  山下 亜紀子 

   

   

 

(2) 事務局 

情報公開室長    小川 直也 

情報公開係長    杉谷 俊介 

情報公開係員    永石 有利枝 

 

４ 会議経過 

 

開  会 

 

議  事 

(1)  会長の互選について  

(2)  会長職務代理者の指名について  

(3) 部会の設置及び部会に属する委員の指名について 

(4) 運用状況の報告について 

 

    閉  会 
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５ 議事結果 

(1)  会長の互選  

会長に作間功委員が選任された。 

(2)  会長職務代理者の指名  

会長職務代理者に五十川直行委員が指名された。 

(3)  部会の設置及び部会に属する委員の指名 

２つの部会を設置すること、部会に属する委員については、配布資料２の

とおり会長において指名された。 

(4) 運用状況の報告 

事務局から令和元年度の運用状況を報告した。 

 

６ 議事内容 

 (1) 会長の互選 

事務局    ただいまから令和２年度（第１３３回）福岡市情報公開審査会を

開会する。本日は、改選後初めての会合のため、会長選任までの間、

事務局が進行役を務めさせていただく。 

これより議事に入る。議事（１）の「会長の互選」について、福

岡市情報公開条例第２５条第１項によると「委員の互選によりこ

れを定める。」と定められており、当審査会の会長を互選する必要

があり、ご協議いただきたい。 

  

委 員    会長の互選について慣例等があれば事務局に確認したい。 

 

事務局    これまで、慣例として福岡県弁護士会から推薦いただいた委員

に会長職をお引き受けいただいている。 

 

 委 員    作間委員が会長に適任だと考える。 

 

 事務局    ただいま作間委員に会長をお願いしたいとの意見があったが、

いかがか。 

 

     ＜異議なし＞ 

 

事務局   作間委員、よろしいか。 

 

     ＜作間委員承諾＞ 
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事務局    それでは全会一致で作間委員を会長に選出する。これからの議

事の進行を作間会長にお願いする。 

 

(2) 会長職務代理者の指名 

会 長   議事（２）は、会長職務代理者の指名である。条例第２５条第３

項によると、「会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、

会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。」と定め

られており、会長職務代理者を会長が指名することとなっている。

会長である私から、職務代理者を指名させていただく。五十川委員

に、会長職務代理者をお願いしたいが、いかがか。 

 

     ＜異議なし＞ 

 

会 長   会長職務代理者は、五十川委員とする。 

 

(3) 部会の設置及び部会に属する委員の指名 

会 長   議事（３）は、部会の設置及び部会に属する委員の指名である。

条例第２７条第１項によると、「審査会は、審査請求に係る事件に

関する事項を調査審議させるため、部会を置くことができる。」と

定められている。従前どおり、２つの部会を置くことでいかがか。 

 

     ＜異議なし＞ 

 

会 長   続いて、部会の構成を検討する。条例第２７条第２項によると、

「部会に属する委員の数は、３人以上とし、審査会の委員のうちか

ら会長が指名する。」と定められており、会長である私から、配布

資料２に記載のとおり、第１部会の委員として五十川委員、大神委

員、大脇委員及び私を、第２部会の委員として石森委員、北坂委

員、私及び山下委員を指名する。よろしくお願いしたい。 

 

(4) 運用状況の報告 

会 長   次に、事務局から運用状況の報告をお願いする。 

 

     ＜配布資料３「公文書公開請求の運用状況」を事務局が説明＞ 
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会 長   ただいまの報告について、質問等はないか。 

 

会 長   それでは私から質問する。当審査会の過去の答申や判断枠組み等

について、データベースのようなものはあるのか。 

 

事務局   過去の答申については、市のホームページで公開している。ま

た、答申のデータベースについては、国の答申データベースなどを

参考にしながら事務局で作成を進めているところである。 

 

会 長   他都市の状況はどうなっているか。 

 

事務局   他都市も本市と同様に、過去の答申をホームページで公表してい

る自治体が多いが、データベースを作成している自治体は少ないと

思われる。 

 

委 員   審査請求に係る事件の処理の流れ及び処理期間を尋ねる。 

 

事務局   審査庁から当審査会に諮問があった場合、当該事件はいずれかの

部会に付され審査が開始する。審査は案件の概要説明に始まって、

実施機関及び審査請求人の口頭意見陳情、審議、答申案作成という

流れで行われており、処理期間は案件によって大きく異なることが

ある。また、審査中案件や待機案件がある場合は、審査の開始まで

に期間を要する場合もある。 

 

委 員   審査請求があった場合に、諮問されないこともあり得るのか。 

 

事務局   審査請求に係る公開決定等を取り消し、又は変更し、審査請求に

係る公文書の全部を公開することとするときは諮問されない。 

 

会 長   審査請求に係る事件について、審査会にはどのような調査権限が

あるのか。 

 

事務局   条例第28条の規定により、審査会は、必要があると認めるとき

は、実施機関に対し、公開決定等に係る公文書の提示を求めること

ができる。また、審査請求人等に対し、意見書又は資料の提出を求

めるなど必要な調査をすることができるとされている。 

 

会 長   文書が不存在の場合はどのように審議し、判断するのか。 
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事務局   実施機関より文書がないことについて説明を聴き、合理性を判断

する。作成すべき文書が未作成である場合は、答申に付言をつける

こともある。 

 

委 員   表５の非公開理由の欄に「保有していない」との記載があるが、

そもそも文書を作成していない場合や作成後に保存期間が経過して

廃棄する場合など、さまざまな場合があるため、記載について検討

されたい。 

 

委 員   表５の平成29年諮問第４号については、諮問が平成29年10月で、

答申が令和元年８月であり、審議に時間を要する困難な案件だった

ことが推測されるが、表５の記載だけではその事情が分かりにく

い。例えば、諮問年月日や答申年月日などの情報に加え、審議回数

などの項目があれば、審議の過程が可視化されてよいのではない

か。 

 

事務局   いただいた意見を踏まえ、記載の仕方を検討したい。 

 

委 員   運用状況報告について、表６で「※平成30年度情報公開制度運用

状況については、各部会にて報告」との記載があり、令和元年度は

福岡市情報公開審査会では報告せず、各部会で報告したことは読み

取れるのだが、運用状況報告の重要性に鑑み、当該箇所に部会名と

報告日を追記してはどうか。また、12ページの「令和元年度及び過

年度」との表現がわかりにくいため、「令和元年度以前」と改めて

みてはどうか。 

 

事務局   そのような形で修正したい。 

 

会 長   そのほかに、質問等はないか。 

 

会 長   それでは、予定していた議題を終了したので、令和２年度（第１

３３回）福岡市情報公開審査会は、これで終了する。 

 

 


